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 北九州市会計規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月１４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第３号 

   北九州市会計規則等の一部を改正する規則 

 （北九州市会計規則の一部改正） 

第１条 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第８条第１項の表（１）の項中「会計事務（」の次に「第２４条の３に規

定する指定納付受託者の指定に係る協議、」を加え、「歳入の徴収又は収納

事務」を「公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務」に改め、「又は

検査」を削り、「支出事務」を「支出に関する事務」に改める。 

  第２５条第１項各号列記以外の部分中「に掲げる当該各号の」を「の各号

」に改め、同条第４号中「第４０条に定める受託者」を「第１０２条の２第

１項に規定する指定公金事務取扱者」に改める。 

  第２９条第２項中「少額の収納金又は」を「前項の規定にかかわらず、少

額の収納金、」に、「若しくは」を「又は」に、「については」を「その他

特別の事情があると認められる収納金については、」に改める。 

  第４０条を次のように改める。 

第４０条 削除 

 第４１条中「または過渡し」を「又は過渡し」に、「および」を「及び」

に、「もしくは」を「又は」に、「し、または私人に支出の事務を委託した

」を「した」に改め、「精算残金」の次に「（第１０２条の２第５項の規定

による精算に係る精算残金を含む。以下同じ 。）」 を加える。 

第６１条第１項第１号中「第４０条に規定する歳入の徴収又は収納の事務

」を「法第２４３条の２第１項の規定による公金の徴収又は収納に関する事

務」に改める。 

第６５条を次のように改める。 

第６５条 削除 

  第１０２条の次に次の１条を加える。 

（公金の徴収若しくは収納又は支出の委託に係る協議等） 

第１０２条の２ 局区長は、法第２４３条の２第１項の規定により同条第２

項に規定する指定公金事務取扱者（以下「指定公金事務取扱者」という。

）に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を委託しようとすると

きは、委託先、委託金額、委託事務の種類、委託期間、委託手数料その他
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委託契約に関し必要な事項を示す書類により、会計管理者に協議しなけれ

ばならない。 

２ 法第２４３条の２の５第１項に規定する市長が定める歳入等については

、別に定める。 

３ 指定公金事務取扱者（歳入の徴収又は歳入等（第７４条第２項に規定す

る歳計外現金を含む。）の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。）

は、その徴収し、又は収納した収納金をその内容を示す計算書を添えて指

定金融機関等に払い込まなければならない。 

４ 指定公金事務取扱者（歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る

。次項において同じ。）に委託する場合の資金の取扱いについては、第５

２条（第５項を除く。）の規定を準用する。 

５ 指定公金事務取扱者は、前項の規定により交付を受けた資金については

第５３条の規定に準じて精算し、その支出の結果を会計管理者に報告しな

ければならない。 

 （北九州市小切手振出等事務取扱規則の一部改正） 

第２条 北九州市小切手振出等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５０

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「または」を「又は」に改め、同条第２項各号列記以外の

部分中「の各号にかかげる」を「に掲げる」に改め、同項第３号中「および

」を「又は」に改め、同項第４号中「北九州市会計規則（昭和３９年北九州

市規則第４９号）第６６条に定める支出の事務を委託する私人」を「地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第２項に規定する指定公金

事務取扱者」に改める。 

 （北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則（平成６年北九州市

規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

別表のごみ処理手数料の定期的に収集するごみ及び粗大ごみの処理に係る

ものの項備考の欄第１項中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条第１項の規定により収納の事務を委託された者（以下「収納事務

受託者」を「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第２項

に規定する指定公金事務取扱者（以下「指定公金事務取扱者」に改め、同欄

第２項中「（昭和２２年法律第６７号）」を削り、「収納事務受託者」を「

指定公金事務取扱者」に改め、同欄第４項中「収納事務受託者」を「指定公

金事務取扱者」に改め、同表のし尿処理手数料の項備考の欄第３項を次のよ

うに改める。 
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３ 定期的に収集するし尿の処理に係る手数料は、指定公金事務取扱者に納

付するものとする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 局区長は、この規則の施行の日前に、地方自治法の一部を改正する法律（

令和５年法律第１９号。以下「改正法」という。）附則第２条第２項の規定

により改正法による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「

改正後の地方自治法」という。）第２４３条の２第２項に規定する指定公金

事務取扱者を指定しようとするときは、第１条の規定による改正後の北九州

市会計規則（以下「改正後の会計規則」という。）第１０２条の２第１項の

規定の例により会計管理者に協議しなければならない。 

３ 改正法附則第２条第３項の規定によりなお従前の例によることとされた同

項に規定する従前の公金事務を行わせている者（改正後の地方自治法第２４

３条の２第１項の規定による指定を受けた者を除く。）に対する改正後の会

計規則第２５条第４号、第４０条、第６１条第１項第１号及び第６５条、第

２条の規定による改正後の北九州市小切手振出等事務取扱規則第６条第２項

第４号並びに第３条の規定による改正後の北九州市廃棄物の減量及び適正処

理に関する規則別表のごみ処理手数料の定期的に収集するごみ及び粗大ごみ

の処理に係るものの項備考の欄第１項、第２項及び第４項の規定の適用につ

いては、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 
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北九州市告示第８６号  
 北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条例第４２号）第４０条の規定

により、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間の情報公開制度の

運用状況を次のとおり公表する。  
  令和６年３月１４日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 開示請求の状況  

実 施 機 関  件 数 
処 理 状 況  

開 示 一部開示 不 開 示 取下げ  

市長   ７１８ 

（３６） 

 ４０９ 

（９） 

 ２１０ 

（２１） 

  ４６ 

（５） 

 ５３

（１） 

教育委員会  ４２ 

（３） 

２３ １５ ３ １ 

（３） 

選挙管理委員会  １ １ ０ ０ ０ 

人事委員会  ５ １ ３ １ ０ 

監査委員  ０ ０ ０ ０ ０ 

農業委員会  １ ０ ０ １ ０ 

固定資産評価審査委  
員会  

０ ０ ０ ０ ０ 

地方公営  
企業管理  
者  

上下水道  
局長  

１６７ 

（４） 

１４８ １１ 

（４） 

１ ７ 

交通局長  ４ ０ ２ ２ ０ 

公営競技  
局長  

９ １ ８ ０ ０ 

消防長  ４３ １０ ２２ ６ ５ 

市議会議長  ７ ０ ５ ２ ０ 

公立大学法人北九州  
市立大学  

５ ０ ４ １ ０ 

地方独立行政法人北  
九州市立病院機構  

６ ０ ６ ０ ０ 

市 全 体  １００８ 

（４３） 

５９３ 

（９） 

 ２８６ 

（２５） 

 ６３ 

（５） 

 ６６ 

（４） 

注 かっこ内は、任意的公開の申出に係る件数で外数である。  
   任意的公開の申出とは、北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条  

例第４２号）による改正前の北九州市情報公開条例（平成元年北九州市条

例第２２号）の施行の日前に決裁、供覧その他公的処理を完了した行政文
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書に係る公開の申出をいう。  
２ 不服申立ての状況  

（１） 不服申立ての件数 ７件  
審 査 庁  件 数  

市長  ６  

消防長  １  
（２） 不服申立ての処理状況  

ア 令和２年度不服申立てに係るもの １件  
諮 問 庁  処理結果  件 数  

市長  棄却    １  
  イ 令和３年度不服申立てに係るもの ６件  

諮 問 庁  処理結果  件 数  
市長  認容  １  

一部認容    ２  
棄却  ２  
却下  １  

  ウ 令和４年度不服申立てに係るもの ７件  
諮 問 庁  処理結果  件 数  

市長  一部認容  １  
棄却    １  
審理中  ４  

消防長  審理中  １  
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北九州市告示第８７号  
北九州市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年北九州市条例第２

号）第２６条の規定により、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

間の個人情報保護制度の運用状況を次のとおり公表する。  
  令和６年３月１４日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 開示請求の状況  

実 施 機 関  件 数 
処 理 状 況  

開 示 一部開示  不 開 示 取 下 げ 

市長   ８６  
（３）  

 ３１  
（１）  

 ３８  
 

１２  
（２）  

５  

教育委員会   １０  ０  １０  ０  ０  
選挙管理委員会  ０  ０  ０  ０  ０  
人事委員会  ０  ０  ０  ０  ０  
監査委員  ０  ０  ０  ０  ０  
農業委員会  ０  ０  ０  ０  ０  
固定資産評価審査委

員会  
   ０  ０  ０  ０    ０  

地方公営  
企業管理  
者  

上下水道

局長  
０  ０     ０     ０    ０  

交通局長     ０  ０     ０     ０    ０  
公営競技

局長  
 ０  

 

０  ０    ０  ０  

消防長  ６  ４  １     ０  １  
市議会議長     ０  ０     ０     ０  ０  
公立大学法人北九州  
市立大学  

   ０  ０     ０     ０  ０  

地方独立行政法人北  
九州市立病院機構  

１３７  ６１  ４０  ３３  ３  

市 全 体   ２３９  
（３）  

９６  
（１）  

８９  
 

  ４５  
 （２）  

９  
 

注 かっこ内は、任意的開示の申出に係る件数で外数である。  
  任意的開示の申出とは、平成元年１１月１日前に決裁、供覧その他公的

処理が完了した行政文書に記録されている自己の個人情報についての開示

の申出をいう。  
２ 訂正請求 ０件  

8



３ 利用停止請求 ０件  
４ 不服申立ての状況  
 （１） 不服申立ての件数 ５件  

審 査 庁  件 数  
地方独立行政法人  

北九州市立病院機構  
５  

（２） 不服申立ての処理状況  
ア 令和３年度不服申立てに係るもの ４件  
  諮 問 庁  処理結果  件 数  
市長  審理中  １  
人事委員会  棄却  １  
地方独立行政法人  
北九州市立病院機構  

棄却  ２  

イ 令和４年度不服申立てに係るもの ５件  
  諮 問 庁  処理結果  件 数  
地方独立行政法人  
北九州市立病院機構  

棄却  １  
審理中  ４  
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北九州市公告第１７７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年３月１４日 

                    北九州市長 武  内 和  久   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市太刀浦第１コンテナターミナル電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市港湾空港局港営部港営課 

  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年２月１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ＦＰＳ 

  東京都中央区八重洲二丁目２番１号 

５ 落札金額 

  ２，８８７万１，２７３円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年１２月１５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第１７９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年３月１４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

リバーウォーク北九州 

  北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 （１）北九州紫川開発株式会社 

北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 

    代表取締役 大下德裕 

 （２）ラオックスホールディングス株式会社 

    東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー２９階 

    代表取締役社長 矢野輝治 

 （３）福岡地所株式会社 

    福岡市博多区住吉一丁目２番２５号 

    代表取締役社長 榎本一郎 

３ 変更した事項 

 （１）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

   ア 変更前 

     阪急ベーカリー＆カフェ 

     大阪府高槻市南庄所町２２番５号 

中村 英紀 

     他７７者 

イ 変更後 

     阪急ベーカリー＆カフェ 

大阪府高槻市南庄所町２２番５号 

中村 英紀 
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他７２者 

４ 変更の年月日 

（１） 前項第２号 令和６年２月２９日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和６年２月２７日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年７月１６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年７月１６日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第１８０号 
 一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、北九

州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。

）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 
  令和６年３月１４日 

北九州市長 武 内 和 久  
１ 調達内容 
 （１） 物件の名称及び数量 モノクロ複合機４台及びカラー複合機５台 
 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 
 （３） 履行期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４） 入札方法 モノクロ及びカラー各１枚当たりの使用単価（当該金額 
 に１円未満の端数がある場合は、小数点以下第２位までを記載する。）に 

それぞれの予定数量（５年間分）を掛けた総価により行う。ただし、契約 
は、落札金額におけるモノクロ及びカラー各１枚当たりの単価契約とする 
。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分 
の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある 
場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす 
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 
事業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金 
額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 
  次の各号のいずれにも該当する者であること。 
 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 
  定に該当しない者であること。 
 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 
  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 
  に記載されていること。 
 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
３ 入札書の提出場所等 
 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１１番５号 
     北九州市総務局総務部文書館 

  イ 期間 この公告の日から令和６年３月２２日まで（日曜日、土曜日及 
 び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後
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６時まで 
 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 
 （３） 入札及び開札の場所及び日時 
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１１番５号 
       北九州市総務局総務部文書館２階会議室 
  イ 日時 令和６年３月２２日午後２時 
４ その他 

（１） 入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 
   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
  イ 契約保証金 契約単価に予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の 

 ５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれか

に該当する場合は、免除する。 
（２） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（３） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲  
 内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 
（４） 契約書の作成の要否 要 
（５） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の 
 ３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌

年度以降において、歳出予算の当該金額について現額又は削除があった場

合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 
（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 
 地等 

   北九州市総務局総務部文書館 
   〒８０３－０８１４ 北九州市小倉北区大手町１１番５号 
   電話 ０９３－５６１－５５５８ 
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